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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月15日(2010.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
毛穴との接触時間が少なくとも１分以上であり、使用後に洗い流す態様で使用される角栓
除去用の化粧料組成物であって、１）水１～４質量％と、２）Ｎ－アシルアミノ酸のエス
テル０．０５～３質量％と、３）分岐のアルキル基を分子内に有する親水性非イオン界面
活性剤１０～２０質量％とを含有することを特徴とする、角栓除去用の化粧料組成物。
【請求項２】
水相が油相に可溶化した剤形であって、２５℃で透明で流動性のある性状を呈することを
特徴とする、請求項１に記載の角栓除去用の化粧料組成物。
【請求項３】
支持体上に含浸させて、小鼻に５分以上貼附し、小鼻より剥離した後、貼附部位を水洗す
る態様で使用されること特徴とする、請求項１又は２に記載の化粧料組成物。
【請求項４】
更に、炭酸ジエステルを含有することを特徴とする、請求項１～３何れか１項に記載の化
粧料組成物。
【請求項５】
更に、フェニルメチコンを含有することを特徴とする、請求項１～３何れか１項に記載の
化粧料組成物。
【請求項６】
請求項１～５何れか１項に記載の化粧料組成物を、支持体に含浸させてなる、角栓除去用
の貼附剤。
【請求項７】
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請求項１～５何れか１項に記載の化粧料組成物を、支持体に含浸させ、支持体ごと擦過し
て用いる事を特徴とする化粧料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、通常にクレンジング料として使用できるクレン
ジング料において、その角栓除去効果を、シート状の角栓除去料に匹敵するほど向上せし
める手段を求めて、鋭意研究努力を重ねたところ、毛穴との接触時間が少なくとも１分以
上であり、使用後に洗い流す態様で使用される角栓除去用の化粧料組成物であって、１）
水１～４質量％と、２）Ｎ－アシルアミノ酸のエステル０．０５～３質量％と、３）分岐
のアルキル基を分子内に有する親水性非イオン界面活性剤１０～２０質量％とを含有する
ものが、その様な特性を有していることを見出し、発明を完成させた。即ち、本発明は、
以下に示す通りである。
＜１＞毛穴との接触時間が少なくとも１分以上であり、使用後に洗い流す態様で使用され
る角栓除去用の化粧料組成物であって、１）水１～４質量％と、２）Ｎ－アシルアミノ酸
のエステル０．０５～３質量％と、３）分岐のアルキル基を分子内に有する親水性非イオ
ン界面活性剤１０～２０質量％とを含有することを特徴とする、角栓除去用の化粧料組成
物。
＜２＞水相が油相に可溶化した剤形であって、２５℃で透明で流動性のある性状を呈する
ことを特徴とする、＜１＞に記載の角栓除去用の化粧料組成物。
＜３＞支持体上に含浸させて、小鼻に５分以上貼附し、小鼻より剥離した後、貼附部位を
水洗する態様で使用されること特徴とする、＜１＞又は＜２＞に記載の化粧料組成物。
＜４＞更に、炭酸ジエステルを含有することを特徴とする、＜１＞～＜３＞の何れかに記
載の化粧料組成物。
＜５＞　更に、フェニルメチコンを含有することを特徴とする、＜１＞～＜３＞の何れか
に記載の化粧料組成物。
＜６＞＜１＞～＜５＞の何れかに記載の化粧料組成物を、支持体に含浸させてなる、角栓
除去用の貼附剤。
＜７＞　＜１＞～＜５＞の何れかに記載の化粧料組成物を、支持体に含浸させ、支持体ご
と擦過して用いる事を特徴とする化粧料。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の化粧料組成物においては、かかる成分以外に、通常化粧料で使用される任意成
分を含有することが出来る。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油、
アボカド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油
、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ
、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン
、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類、流動パラフィン、
スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロク
リスタリンワックス等の炭化水素類、オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリ
スチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類、
セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコ
ール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高
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級アルコール等、イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸
ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸
セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジ
カプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－
２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン
、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタ
ンエリトリット、炭酸ジカプリル、炭酸エチレン、炭酸プロピレンなどの炭酸ジエステル
等の合成エステル油類、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフ
ェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、
デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポ
リシロキサン、アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル
変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン、脂肪酸セッケ
ン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アル
キル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類、塩化ステアリルトリ
メチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界
面活性剤類、イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒド
ロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（ア
ルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性
界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレ
イン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピ
レングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒ
マシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯ
Ｅソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯ
Ｅソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセ
リン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステ
ル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキ
ルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエー
テル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキ
ルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－テトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥ
ヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪
酸エステル、アルキルグルコシド等の必須成分に分類されない非イオン界面活性剤類、ポ
リエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソ
ルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキ
サンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタンジオール等の多価アルコー
ル類、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類、表面を
処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マ
グネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、表面
を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、
酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類、表面を処理されていても良い、雲母チタン、魚燐箔
、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類、レーキ化されていても良い赤色２０２号、赤色２
２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０
号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１
号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類、ポリエチレン末、ポリ
メタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラストマー等の有機粉体
類、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチル酸系
紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、糖系紫外線吸収
剤、２－（２’－ヒドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニル）ベンゾトリアゾール、４－
メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類、エタノール、イソ
プロパノール等の低級アルコール類、ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、
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ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ6ジオクタノエート、ビタミンＢ2又はその誘
導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその誘導体等のビタミンＢ類、α－トコフェロー
ル、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類
、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノリンキノン等のビ
タミン類等、フェノキシエタノール等の抗菌剤などが好ましく例示できる。これらで特に
好ましいものは、溶剤効果が大きく、脂質溶解作用に優れる炭酸ジエステル類であり、中
でも炭酸ジカプリルが特に好ましく、化粧料組成物全量に対して、１０～２０質量％含有
することが好ましい。かかる成分は、非イオン界面活性剤の油相における溶状を安定させ
る効果も有する。また、これらで特に好ましいものは、バルク中から角栓へのＮ－アシル
アミノ酸ジエステルおよび分岐アルキル非イオン界面活性剤の配向を高める効果が大きく
、角栓除去作用に優れるメチルフェニルポリシロキサン（フェニルメチコン）が特に好ま
しく、化粧料組成物全量に対して、５～１５質量％含有することが好ましい。かかる成分
は、角栓の毛穴からの離型剤と働き、角栓を取れやすくする効果も有する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の化粧料組成物は、前記必須成分と、任意成分とを常法に従って処理することに
より製造することが出来る。斯くして得られた化粧料組成物はそのまま瓶などに充填し、
化粧料として使用することも出来るし、不織布、リント布、ガーゼ、カット綿などの支持
体に含浸させ、これを小鼻などに貼附して、貼附剤として使用することも出来る。含浸に
際しては、目付１００ｇ／ｍ2の支持体５０ｃｍ2に対して１～３ｇの化粧料組成物を含浸
させることが好ましい。含浸は予め含浸させたものをパックして販売したり、用時に支持
体に化粧料組成物を含浸させて使用することが出来る。化粧料乃至は貼附剤として使用す
る場合、角栓と化粧料組成物が少なくとも５分間接触するように、擦過乃至は貼附を行い
、擦過条件下温水で濯いで洗い流す態様で使用することが好ましい。また、擦過を行う場
合の支持体は、凸凹加工のしてあるものの方が好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　下記に示す表１の処方に従って、本発明の化粧料組成物である、化粧料組成物１を得た
。即ち、処方成分を８０℃で加熱しながら、攪拌し可溶化し、攪拌冷却し、透明なオイル
状の化粧料組成物１を得た。同様に操作して、「エルデュウＰＳ２０３」をＰＯＥ（１２
）イソステアリン酸に置換した比較例１、ＰＯＥ（１２）イソステアリン酸をＰＯＥ（１
０）オレイン酸に、且つ、イソステアリン酸ＰＯＥ（２０）グリセリルをオレイン酸ＰＯ
Ｅ（２０）グリセリルに置換した比較例２、水を炭酸ジカプリルに置換した比較例３及び
「エルデュウＰＳ２０３」並びにＰＯＥ（１２）イソステアリン酸をＰＯＥ（１０）オレ
イン酸に、イソステアリン酸ＰＯＥ（２０）グリセリルをオレイン酸ＰＯＥ（２０）グリ
セリルに、且つ、水を炭酸ジカプリルに置換した比較例４も同様に製造した。比較例１、
比較例２は透明なオイル状を呈し、比較例３、比較例４は少し白濁したオイル状を呈した
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２５】
　実施例１と同様に、下記に示す表５の処方に従って、化粧料組成物２を作製した。この
ものは評価１の方法で角栓残存率は６％であり、評価３によるウォッシュオフ・クレンジ
ング機能の測定でも地肌と部位の差を認めず、化粧料組成物１と同様の効果を確認した。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　実施例１と同様に、下記に示す表６の処方に従って、化粧料組成物３を作製した。この
ものは評価１の方法で角栓残存率は１２％であり、評価３によるウォッシュオフ・クレン
ジング機能の測定でも地肌と部位の差をほとんど認めず、化粧料組成物１よりやや劣るが
、同様の効果を認めた。炭酸ジエステルを含有する形態が特に好ましいことが分かる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　実施例１と同様に、下記に示す表７の処方に従って、化粧料組成物４を作製した。この
ものは評価１の方法で角栓残存率は１０％であり、評価３によるウォッシュオフ・クレン
ジング機能の測定でも地肌と部位の差をほとんど認めず、化粧料組成物１よりやや劣るが
、同様の効果を認めた。フェニルメチコンを含有する形態が特に好ましいことが分かる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　実施例１と同様に、下記に示す表８の処方に従って、化粧料組成物５を作製した。この
ものは評価１の方法で角栓残存率は９％であり、評価３によるウォッシュオフ・クレンジ
ング機能の測定でも地肌と部位の差をほとんど認めず、化粧料組成物１よりやや劣るが、
同様の効果を認めた。水の含有量の上限は４質量％程度であることが分かる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　化粧料組成物１～５をそれぞれ目付１００ｇ／ｍ2、７ｃｍ×７ｃｍの不織布のシート
に化粧料組成物１．５ｇを含浸させ、シート状クレンジング１～５とした。これを小鼻に
５分間貼附し、しかる後に温水でウォッシュオフする態様で、評価２と同様に評価を行っ
た。結果を表９に示す。化粧料としての使用と同様の結果が得られた。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３５】
　化粧料組成物１～５をそれぞれ目付１００ｇ／ｍ2、７ｃｍ×７ｃｍの不織布のシート
に化粧料組成物１．５ｇを含浸させ、シート状クレンジング１～５とした。これで小鼻を
１分間擦過し、しかる後に温水でウォッシュオフする態様で、評価２と同様に評価を行っ
た。結果を表１０に示す。化粧料としての使用と同様の結果が得られた。
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